


 

 

まえがき 

 

一般社団法人管路診断コンサルタント協会（管診協）は，これまで管路構造物診断技術に係る

総合システムの構築を図るために，下水道事業実施におけるコンサル業務に貢献すべく広く社会

公共の福祉に寄与することを目的として活動して参りました。 

当協会発行の「下水道管路施設改築・修繕に関する設計委託業務標準歩掛（案）」は，平成 12

年に初版を発行して以来 24 年が経過し，その間，国の施策や時代の要求に応じた改訂や新規歩

掛の策定を行ってまいりました。主なものを示しますと， 

・平成 24 年版として第 6 回目の改訂 

・平成 26 年版として別冊版【耐震対策計画編】を発行 

・平成 29 年版として別冊版【下水道ストックマネジメント計画（マンホール蓋）編】を発行 

・平成 30 年に【マンホールトイレシステム実施設計委託業務標準歩掛（案）】を発行し，これま

での発行済歩掛との合冊を行う 

・令和 2 年に別冊版【高解像度カメラを用いたマンホール・管口点検編】を発行 

・令和 3 年にこれまでの設計業務歩掛と令和 2 年発行の別冊版点検業務歩掛（管診鏡）を合冊，

当協会ホームページを通じて過去にあった歩掛に関する質問と回答をＱ＆Ａ形式に集成 

するなど，多くの方々にご利用いただいてまいりました。 

 この度，管診協は皆様からのご要望が多かった,マンホール浮上対策実施設計とマンホール管

口耐震化対策実施設計の設計業務歩掛を新たに策定いたしました。また，歩掛に関するＱ＆Ａと

主要な各種通達や事務連絡についても刷新しております。 

 なお，今回の改訂を持ちまして令和３年版以前の旧版は廃止となります。 

政府は昨年６月に「ＰＰＰ/ＰＦＩ推進アクションプラン（令和５年改訂版）」の大きな柱のひ

とつとして「ウォーターＰＰＰ」の推進を強く打ち出しました。下水道行政においても，このス

キームが具体的になることで，維持管理と更新の一体マネジメントが推進されると期待され，更

新支援型の管理・更新一体マネジメント方式では，更新計画案の作成やＣＭなどでコンサルタン

トの役割が重要となってきます。管診協はこれまでも実務者目線で要求度が高いと考えられる歩

掛の策定に注力してまいりました。これからも，膨大な管路施設のストックを維持管理するため

の手法の研究や新技術の普及に努め，多くの皆様のご要望に応えられるよう尽力していく所存で

ございます。 

今後とも，本標準歩掛（案）が第一線で活躍されている下水道実務者の参考となれば幸いに存

じます。  
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